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◆ 課徴金について 

 

○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）抄 

（課徴金納付命令） 

第七条の二 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定

若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八

章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日

から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間（当該期間が三年を超えるときは、

当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」

という。）における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額（当該行為が商品又

は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により

算定した購入額）に百分の十（小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。）を

乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その

額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の対価に係るもの 

二 商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することと

なるもの 

イ 供給量又は購入量 

ロ 市場占有率 

ハ 取引の相手方 

２ 前項の規定は、事業者が、私的独占（他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。）

で、当該他の事業者（以下この項において「被支配事業者」という。）が供給する商品又は役務につ

いて、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当

該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額（当該行為が商品又は役務の供給を受け

ることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額）」と

あるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務（当該被支配事業者が当該行為

に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。）及

び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務（当該被支配事業者に供給

したものを除く。）の政令で定める方法により算定した売上額」と、「（小売業については百分の三、

卸売業については百分の二とする。）」とあるのは「（当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸

売業を営む場合は百分の二とする。）」と読み替えるものとする。 

一 その対価に係るもの 

二 次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの 

イ 供給量 

ロ 市場占有率 

ハ 取引の相手方 

３ 前二項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品

若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若

しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しく

は役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは

役務の価額の占める割合をいう。 

４ 第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の
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十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とある

のは「百分の一」とする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の

会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業

種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会

社及び個人であつて、卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業と

して営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の

会社及び個人であつて、サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる

事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下

の会社及び個人であつて、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業

として営むもの 

五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する

従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業

種に属する事業を主たる事業として営むもの 

六 協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組

合（組合の連合会を含む。）のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該

各号に定める規模に相当する規模のもの 

５ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事

件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行わ

れた日（以下この条において「調査開始日」という。）の一月前の日（当該処分が行われなかつたと

きは、当該事業者が当該違反行為について第五十条第六項において読み替えて準用する第四十九条

第五項の規定による通知（次項及び第七項において「事前通知」という。）を受けた日の一月前の日）

までに当該違反行為をやめた者（次項に該当する場合を除き、当該違反行為に係る実行期間が二年

未満である場合に限る。）であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分

の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分

の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」

とあるのは「百分の〇・八」とする。 

６ 第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定によ

り課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき

は、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」

と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第四項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百

分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。 

一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第一項の規定による命令を受けたことがある者（当該

命令が確定している場合に限る。次号において同じ。）又は第十三項若しくは第十六項の規定によ

る通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者 

二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場

合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、

第一項の規定による命令を受けたことがある者又は第十三項若しくは第十六項の規定による通知

若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者 
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７ 公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当

する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。 

一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に

公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者（当該報告及び資料

の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日（第四十七条第一項第四号に掲げる処分

又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為につい

て事前通知を受けた日。次号及び次項において同じ。）以後に行われた場合を除く。）であること。 

二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でな

いこと。 

８ 第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に該当するときは同

項又は第四項から第六項までの規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、第

二号及び第三号に該当するときは第一項又は第四項から第六項までの規定により計算した課徴金の

額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。 

一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目

に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者（当該報告及び資

料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。）であるこ

と。 

二 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目

に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者（当該報告及び資

料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。）であるこ

と。 

三 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でな

いこと。 

９ 第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第七項第一号又は前項第一号

若しくは第二号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が三に満たないときは、当該違反

行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者（第七項第一号又は前項第一号若しくは

第二号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出

を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。）については、第一項又は第四項から第六

項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額

するものとする。 

一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実

の報告及び資料の提出（第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分

その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。）を行つた者 

二 前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者 

１０ 公正取引委員会は、第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は前項第一号の規定による

報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文

書をもつてその旨を通知しなければならない。 

１１ 公正取引委員会は、第七項から第九項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の

規定による命令又は第十三項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為

に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。 

１２ 公正取引委員会が、第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は第九項第一号の規定によ
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る報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知

をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第七項から第九項

までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。 

一 当該事業者が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。 

二 前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報

告若しくは資料の提出をしたこと。 

三 当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し第一項に

規定する違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が当該違反行為をやめることを妨害して

いたこと。 

１３ 公正取引委員会は、第七項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規

定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規

定による命令をする際に（同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で

定めるときまでに。第十六項において同じ。）、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその

旨を通知するものとする。 

１４ 公正取引委員会は、第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第

十七項及び第十八項において同じ。）の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金

の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定に

より計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金

の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項の規定に

より計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百

万円未満であるときは、この限りでない。 

１５ 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。 

１６ 公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられ

た事業者に対し、当該事業者がした第一項又は第二項に規定する違反行為に係る事件について当該

事業者以外の事業者に対し第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

命令をする際に、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１７ 第一項の規定による命令を受けた者は、同項、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第

十四項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 

１８ 第一項、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項の規定により計算した課徴金の

額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 

１９ 第一項又は第二項に規定する違反行為をした事業者が会社である場合において、当該会社が合

併により消滅したときは、当該会社がした違反行為並びに当該会社が受けた第一項（第二項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定による命令、第十三項及び第十六項の規定による通知並

びに第五十一条第二項の規定による審決（以下この項において「命令等」という。）は、合併後存続

し、又は合併により設立された会社がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立さ

れた会社が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。 

２０ （略） 

２１ 実行期間の終了した日から三年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課

徴金の納付を命ずることができない。 

 

（課徴金納付命令） 

第八条の三 第七条の二第一項、第三項から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十
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八項及び第二十一項の規定は、第八条第一項第一号（不当な取引制限に相当する行為をする場合に

限る。）又は第二号（不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする

場合に限る。）の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第

一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者

団体の構成事業者（事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成

事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。）に対し」

と、同条第四項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第五項中「当該事業者」

とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者（次項に該当する場合を除き、当該違反行為」とあ

るのは「の実行としての事業活動をやめた者（当該違反行為の実行としての事業活動」と、同条第

七項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当

該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特

定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第八項中

「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第

四項又は第五項」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の

特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第九項

中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、

「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第四項又は第五項」と、「をしていた」とあるのは「の

実行としての事業活動をしていた」と、同条第十項及び第十一項中「事業者」とあるのは「特定事

業者」と、同条第十二項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者が行

つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」

と、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「他の事業者」とあるのは「他

の特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての

事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、同条第十三

項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規

定による報告」と、同条第十七項及び第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第

十四項」とあるのは「第四項、第五項、第八項又は第九項」と読み替えるものとする。 

 

第五十条 第七条の二第一項（同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による命令（以下「納付命令」という。）は、文書によつてこれを行い、課徴金納付命令書

には、納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎、課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、

委員長及び第六十九条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならな

い。 

２ 納付命令は、その名あて人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ず

る。 

３ 第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から三月を経過した日とする。 

４ 納付命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、課徴金納付命令書の謄

本の送達があつた日から六十日以内（天災その他この期間内に審判を請求しなかつたことについて

やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内）に、公正取

引委員会に対し、当該納付命令について、審判を請求することができる。 

５ 前項に規定する期間内に同項の規定による請求がなかつたときは、納付命令は、確定する。 

６ 前条第三項から第五項までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、同項第一

号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項
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第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計

算の基礎及びその課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。 

 

第五十一条 第七条の二第一項（同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

り公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰

金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令に係る課徴金

の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に

変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当

する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令を取り消さなければ

ならない。 

３ 第一項本文の場合において、当該納付命令に係る審判手続が終了していないときは、公正取引委

員会は、同項本文の規定にかかわらず、当該納付命令に係る審判の請求に対する審決において、当

該納付命令に係る課徴金の額を当該審判手続を経て決定された額から同項本文に規定する罰金額の

二分の一に相当する金額を控除した額に変更するものとする。 

４ 公正取引委員会は、前三項の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付され

た金額（第七十条の九第三項に規定する延滞金を除く。）で、還付すべきものがあるときは、遅滞

なく、金銭で還付しなければならない。 

 

第七十条の九 公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状に

より期限を指定してその納付を督促しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、納付命令について審判請求がされたとき（第六十六条第一項の規定に

より当該審判請求が却下された場合を除く。次項において同じ。）は、公正取引委員会は、当該審判

請求に対する審決をした後、同条第三項の規定により当該納付命令の全部を取り消す場合を除き、

速やかに督促状により期限を指定して当該納付命令に係る課徴金及び次項の規定による延滞金があ

るときはその延滞金の納付を督促しなければならない。ただし、当該納付命令についての審判請求

に対する審決書の謄本が送達された日までに当該課徴金及び延滞金の全部が納付されたときは、こ

の限りでない。 

３ 公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、納期限の翌日からそ

の納付の日までの日数に応じ、当該課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合（当該課徴金に

係る納付命令について審判請求がされたときは、当該審判請求に対する審決書の謄本の送達の日ま

では年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合）で計算した延滞金を徴収

することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。 

４ 前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 

５ 公正取引委員会は、第一項又は第二項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにそ

の納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 

６ 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効につい

ては、国税の例による。 

 

第七十条の十 公正取引委員会は、第六十六条第三項の規定により納付命令の全部又は一部を取り消

した場合において、取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあると

きは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 
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２ 公正取引委員会は、前項の金額を還付する場合には、当該金額の納付があつた日の翌日からその

還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超え

ない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなけれ

ばならない。 

３ 前条第三項ただし書及び第四項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。 

 

○金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）抄 

（届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二

項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定によ

る届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていない

のに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券

一般勧誘をした者（売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一

般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。）があ

るときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額（次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額）

に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額（当該

有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるとき

は、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずる

ものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が株券等（株券、優

先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。

以下この条、次条、第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。）である場合にあつ

ては、百分の四・五） 

二 当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に

より当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額

（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であ

るときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに

準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が株券等であ

る場合にあつては、百分の四・五） 

２ 第十五条第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、同項に規定す

る有価証券を募集（第四条第一項に規定する有価証券 の募集をいう。第百七十三条から第百七十四

条の三までを除き、以下この章において同じ。）により取得させた発行者又は売出し（第四条第四

項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五

項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項を除き、以下この章において同じ。）

により売り付けた者（自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。）があるときは、内閣総理

大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額（次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額）に相当す

る額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額

の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証

券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他
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これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が株券

等である場合にあつては、百分の四・五） 

二 当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証

券の売出価額の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で

定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有

価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五） 

３ 第十五条第二項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、目論見書（第

十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し（同項に規定する有価証券の売出しをい

う。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七

第十二項において同じ。）に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。）を交付しないで売

出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定

める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額（当該有価証券が新株

予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約

権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令

で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・

五）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

４ 第二項の規定は、第二十三条の八第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に

違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者

（自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。）がある場合について準用する。 

 

（虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の二 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けて

いる発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し（当該発行者が

所有する有価証券の売出しに限る。）により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総

理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額（次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額）に相当

する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の

発行価額の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定め

る有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証

券が株券等である場合にあつては、百分の四・五） 

二 当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当

該売り付けた有価証券の売出価額の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるも

のとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分

の二・二五（当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五） 

２ 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書

類を提出した発行者の役員等（当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下こ

の項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。）であつて、当該発行開示書類に虚偽の

記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に
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関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付け

たときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証

券の売出価額の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定

める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券

が株券等である場合にあつては、百分の四・五）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命

じなければならない。 

３ 前二項の「発行開示書類」とは、第五条（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に

よる届出書類（第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類

を含む。）、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項（これらの規定を第二十七条において準

用する場合を含む。）の規定による訂正届出書（当該訂正届出書に係る参照書類を含む。）、第二

十三条の三第一項及び第二項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定

による発行登録書（当該発行登録書に係る参照書類を含む。）及びその添付書類、第二十三条の四

若しくは第二十三条の九第一項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）若し

くは第二十三条の十第一項（同条第五項（第二十七条において準用する場合を含む。）及び第二十

七条において準用する場合を含む。）の規定による訂正発行登録書（当該訂正発行登録書に係る参

照書類を含む。）又は第二十三条の八第一項及び第五項（これらの規定を第二十七条において準用

する場合を含む。）の規定による発行登録追補書類（当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。）

及びその添付書類をいう。 

４ 第一項（第一号を除く。）の規定は、重要な事項（第五条第一項各号（第二十七条において準用

する場合を含む。）に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）につき

虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、

当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用す

る。 

５ 第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠け

ている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載

すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見

書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。 

６ 発行開示訂正書類（第七条前段（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による訂正

届出書又は第二十三条の四前段（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による訂正発

行登録書をいう。以下この章において同じ。）を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提

出しないで募集又は売出し（当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。）により有価証券を

取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（次の各号のいずれにも該当する場合は、

当該各号に定める額の合計額）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならな

い。 

一 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合 当該取得

させた有価証券の発行価額の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとし

て内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際し

て払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・

二五（当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五） 
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二 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売

り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額（当該有価証券が新株予約権証券その

他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額

を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五） 

 

（有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の三 第二十四条第一項又は第三項（これらの規定を同条第五項において準用し、及び

これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、有価証券報告書を

提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、

これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度（当該発行者が第五条第一

項（第二十七条において準用する場合を含む。）に規定する特定有価証券の発行者である場合には、

当該特有価証券に係る第二十四条第五項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準

用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第二

十九項（第五号を除く。）において同じ。）の直前事業年度における監査報酬額（第百九十三条の

二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額

として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。）に相当する額（監査証明を受るべき直前

事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円）の課徴金

を国庫に納付することを命じなければならない。 

２ 第二十四条の四の七第一項（同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条におい

て準用する場合を含む。）又は第二十四条の五第一項（同条第三項において準用し、及びこれらの

規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、四半期報告書又は半期報告

書（以下この章において「四半期・半期報告書」という。）を提出しない発行者があるときは、内

閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであ

つた四半期・半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の

一に相当する額（監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣

府令で定める場合には、二百万円）の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

 

（虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の四 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記

載が欠けている有価証券報告書等（第二十四条第一項若しくは第三項（これらの規定を同条第五項

において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）及び第二十四条

第六項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による有価証券報告書及びその添付書

類又は第二十四条の二第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する第七

条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。）

を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げ

る額（第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額）に相当する額の

課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場

合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相

当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 六百万円 

二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 
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イ 当該発行者が発行する算定基準有価証券（株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他

これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第百七十二条の十一

第一項において同じ。）の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額（当該算

定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないと

きは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額） 

ロ 十万分の六 

２ 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている

四半期・半期・臨時報告書等（第二十四条の四の七第一項若しくは第二項（これらの規定を同条第

三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定によ

る四半期報告書若しくは第二十四条の五第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）若し

くは第四項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による半期報告書

若しくは臨時報告書又は第二十四条の四の七第四項（第二十七条において準用する場合を含む。）

及び第二十四条の五第五項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する第七条、

第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。）

を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に

掲げる額（同項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる額）

の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合におい

ては、同項ただし書の規定を準用する。 

３ 前項の規定は、第二十四条の五第四項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定によ

る臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記

載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。 

４ 第一項ただし書（第二項後段（前項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含

む。）の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

 

（公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の五 第二十七条の三第一項（第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告（以

下この章において「公開買付開始公告」という。）を行わないで株券等（第二十七条の二第一項に

規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。）又は上場株

券等（第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十

三項及び第百八十五条の七第十三項において同じ。）の買付け等（第二十七条の二第一項又は第二

十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三

項において同じ。）をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に

対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付す

ることを命じなければならない。 

一 当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け

等の数量を乗じて得た額 

二 百分の二十五 

 

（虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の六 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠

けている公開買付開始公告等（公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項（第二十七条の二十二
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の二第二項において準用する場合を含む。）の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告

若しくは公表をいう。以下この章において同じ。）を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載が

あり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等（第二十七条の三第二

項（第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）に規定する公開買付届出書、

第二十七条の八第一項から第四項まで（これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準

用する場合を含む。）の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報

告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報

告書をいう。以下この章において同じ。）を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定

める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当

する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け（第二十七条の二第一項又は

第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の

七第八項及び第九項において同じ。）について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該

公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価

格（当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額）に、当該公開買付

けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額 

二 百分の二十五 

２ 前項の規定は、公開買付訂正届出書等（第二十七条の三第二項（第二十七条の二十二の二第二項

において準用する場合を含む。）に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項（第二十七条

の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による訂正届出書、第二十七条の十第

十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規

定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。）を提出しない者がある場合について準用

する。 

 

（大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令）  

第百七十二条の七 第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六

第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書（以下

この章において「大量保有・変更報告書」という。）を提出しない者があるときは、内閣総理大臣

は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た

額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等（第二十七条の二十三第一項に規定する株

券等をいう。次条において同じ。）の発行者（同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次

条において同じ。）が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当

該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条

に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるも

のとして内閣府令で定める数を乗じて得た額（当該価格がないときは、これに相当するものとし

て内閣府令で定めるところにより算出した額） 

二 十万分の一 

 

（虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の八 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けて

いる大量保有・変更報告書等（大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第四項（第二十七条
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の二十六第六項において準用する場合を含む。）若しくは第二十七条の二十九第一項において準用

する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同

じ。）を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第

一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを

命じなければならない。 

一 当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとし

て内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六

十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株

式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額（当該価格がないとき

は、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額） 

二 十万分の一 

 

（特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の九 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二

項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者（特

定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者

に限る。）があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号

に定める額の合計額）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額

（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であ

るときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに

準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が株券等であ

る場合にあつては、百分の四・五） 

二 特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証

券の価格の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定め

る有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証

券が株券等である場合にあつては、百分の四・五） 

 

（虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の十 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事

項に関する情報が欠けている特定証券等情報（以下この条、第百七十八条第二十項及び第百八十五

条の七第十三項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。）を提供し、又は公表した発行

者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等（特定売付け勧誘等にあつては、当該発

行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。）により有価証券を取得させ、又は売り付け

たときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額（当

該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を

乗じて得た額）の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額（次に掲げる場合のいずれにも該当する

場合は、それぞれ次に定める額の合計額）に相当する額 
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イ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当

該取得させた有価証券の発行価額の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずる

ものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の

行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）

の百分の二・二五（当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五） 

ロ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価

証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額（当該有価証券が新株予約権証

券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証

券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令

で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分

の四・五） 

二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数 

イ 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数 

ロ 当該特定勧誘等の相手方の数 

２ 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のあ

る特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠け

ていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚

偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付

けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価

証券の価格の総額（当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定め

る有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。）の百分の二・二五（当該有価証券が

株券等である場合にあつては、百分の四・五）に相当する額（当該虚偽等のある特定証券等情報が

公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額）の課徴金を

国庫に納付することを命じなければならない。 

 

（虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令） 

第百七十二条の十一 発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表す

べき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報（以下この項、第百七十八条第二十一項及び

第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある発行者等情報」という。）を提供し、又は公表し

たときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額（当該

虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて

得た額）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事

業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数

を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 イに掲げる額（ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額） 

イ 六百万円 

ロ （１）に掲げる額に（２）に掲げる数を乗じて得た額 

（１） 当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市

場価額の総額（当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価

証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出し

た額） 
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（２） 十万分の六 

二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数 

イ 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数 

ロ 第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合におい

て提供を受けるべき相手方の数 

２ 前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月と

する。 

 

（風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令） 

第百七十三条 第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又

は偽計（以下この条において「違反行為」という。）により有価証券等の価格に影響を与えた者（以

下この条において「違反者」という。）があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、

当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（次の各号のうち二

以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額）に相当する額の課

徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該違反行為の開始時から終了時までの間（以下この条において「違反行為期間」という。）

において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価

証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算にお

いて行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を

控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額 

ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る

有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格（当該

価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が

終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も低い価格に当該超える数量

を乗じて得た額 

二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算にお

いて行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について

自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次の

ロに掲げる額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る

有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格（当該

価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が

終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も高い価格に当該超える数量

を乗じて得た額 

ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額 

三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己

又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により

取得させ、又は組織再編成（第二条の二第一項に規定する組織再編成をいう。以下この章におい

て同じ。）により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額（当該額

が零を下回る場合には、零とする。） 
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イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘

等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は

第百三十条に規定する最高の価格（当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府

令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）

のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付し

た有価証券の数量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行

為の直前の価格として政令で定めるもの（以下この条において「違反行為の開始前の価格」と

いう。）に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券

の数量を乗じて得た額 

四 違反者（金融商品取引業者等に限る。）が、その行う金融商品取引業（登録金融機関業務を含

む。）の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者（第五項各号に掲げる者を除く。）の計算

において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券

の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け

等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額 

２ この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

３ この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

４ 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量

を乗じて得た額をいう。 

５ 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有

価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等（当該各号に

掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算

において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。）を自己の計算

においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。 

一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有

する者として内閣府令で定める者 

二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者 

６ 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者（当該違反行為と同一の違反行為を

した者を除く。以下この項において同じ。）の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しな

いで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第

二条第二十一項第二号に掲げる取引（当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。）を自己又

は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各

号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価

証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。 

７ 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約

定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引（当該違反行為に係
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る有価証券に係るものに限る。）を自己又は第五項各号に掲げる者（当該違反行為と同一の違反行

為をした者を除く。）の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各

号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価

証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。 

８ 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。 

９ 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同

項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものと

して政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 

１０ 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び

有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

（取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴

金納付命令） 

第百七十四条 第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しく

は店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等（以下この条において「違反行

為」という。）をした者（以下この条において「違反者」という。）があるときは、内閣総理大臣

は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める額（次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める

額の合計額）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該違反行為の開始時から終了時までの間（以下この条において「違反行為期間」という。）

において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等（有価証券若しくはオプション又はデリ

バティブ取引に係る金融商品（有価証券を除く。）若しくは金融指標をいう。以下この条及び次

条において同じ。）について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反

者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数

量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額（当該額が零を下回る場

合には、零とする。） 

イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額 

ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る

有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格（当該

価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が

終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も低い価格に当該超える数量

を乗じて得た額 

二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算にお

いて行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について

自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次の

ロに掲げる額を控除した額（当該 額が零を下回る場合には、零とする。） 

イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る

有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格（当該

価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が

終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も高い価格に当該超える数量

を乗じて得た額 
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ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額 

三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己

又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により

取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除

した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘

等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は

第百三十条に規定する最高の価格（当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府

令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）

のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付し

た有価証券の量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違

反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成によ

り交付した有価証券の数量を乗じて得た額 

四 違反者（金融商品取引業者等に限る。）が、その行う金融商品取引業（登録金融機関業務を含

む。）の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者（第五項各号に掲げる者を除く。）の計算

において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為

又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の

売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定

める額 

２ この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

３ この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

４ 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量

を乗じて得た額をいう。 

５ 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有

価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等（当該各号に

掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算

において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。）を自己の計算

においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。 

一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有

する者として内閣府令で定める者 

二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者 

６ 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者（当該違反行為と同一の違反行為を

した者を除く。以下この項において同じ。）の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しな

いで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第

二条第二十一項第二号に掲げる取引（当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。）を自己又
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は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各

号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券

の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。 

７ 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約

定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引（当該違反行為に係

る有価証券に係るものに限る。）を自己又は第五項各号に掲げる者（当該違反行為と同一の違反行

為をした者を除く。）の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各

号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券

の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。 

８ 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。 

９ 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同

項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものと

して政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 

１０ 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び

有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

（取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令） 

第百七十四条の二 第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等（同項に規定

する有価証券売買等をいう。）又はその申込み若しくは委託等（以下この条において「違反行為」

という。）をした者（以下この条において「違反者」という。）があるときは、内閣総理大臣は、

次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額（第十項及び第十一項

において「合算対象額」という。）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければな

らない。 

一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 自己の計算による有価証券の売付け等（当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限

る。）の価額 

ロ 自己の計算による有価証券の買付け等（当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限

る。）の価額 

二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額（次のイからニま

でのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額） 

イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己

の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の（１）に掲げる額から次の（２）

に掲げる額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

（１） 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額 

（２） 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係

る有価 証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規

定する最低の価格（当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるも

のをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最

も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額 
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ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己

の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の（１）に掲げる額から次の（２）

に掲げる額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

（１） 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係

る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定

する最高の価格（当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるもの

をいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も

高い価格に当該超える数量を乗じて得た額 

（２） 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額 

ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自

己又は第六項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等に

より取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の（１）に掲げる額から次の（２）に

掲げる額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 

（１） 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行

勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十

九又は第百三十条に規定する最高の価格（当該価格がない場合は、これに相当するものとし

て内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める

額とする。）のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編

成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額 

（２） 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当

該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編

成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額 

ニ 違反者（金融商品取引業者等に限る。）が、その行う金融商品取引業（登録金融機関業務を含

む。）の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者（第六項各号に掲げる者を除く。）の計算

において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為

又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の

売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定

める額 

２ この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

３ この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

４ 第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の

数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量

をいう。 

５ 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量

を乗じて得た額をいう。 
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６ 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売

付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しく

は有価証券の買付け等（当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、

当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証

券の買付け等と同一のものを除く。）を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を

適用する。 

一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有

する者として内閣府令で定める者 

二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者 

７ 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者（当該違反行為と同一の違反行為を

した者を除く。以下この項において同じ。）の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しな

いで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第

二条第二十一項第二号に掲げる取引（当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。）を自己又

は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各

号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該

違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。 

８ 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約

定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引（当該違反行為に係

る有価証券に係るものに限る。）を自己又は第六項各号に掲げる者（当該違反行為と同一の違反行

為をした者を除く。）の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各

号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該

違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。 

９ 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。 

１０ 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象

額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。 

１１ 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定によ

り控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算

対象額から控除する。 

１２ 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、

同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するもの

として政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 

１３ 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び

有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

（安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令） 

第百七十四条の三 第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等（同条第二項に規定

する有価証券売買等をいう。）又はその申込み若しくは委託等（以下この条において「違反行為」

という。）をした者（以下この条において「違反者」という。）があるときは、内閣総理大臣は、

次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額（第十一項及び第十二

項において「合算対象額」という。）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければ

ならない。 
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一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額 

ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額 

二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額（次のイからニま

でのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額） 

イ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等（第百五十九条第二項第

一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。）又は店頭売買有価証券に

ついての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の（１）に掲げる額から次の

（２）に掲げる額を控除した額に次の（３）に掲げる数量を乗じて得た額（当該額が零を下回

る場合には、零とする。） 

（１） 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後

の価格（当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で

定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。） 

（２） 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中

の価格（当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるとこ

ろにより算出される額をいう。以下この項において同じ。） 

（３） 当該超える数量 

ロ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券に

ついての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の（１）に掲げる額から次の

（２）に掲げる額を控除した額に次の（３）に掲げる数量を乗じて得た額（当該額が零を下回

る場合には、零とする。） 

（１） 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中

の価格 

（２） 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後

の価格 

（３） 当該超える数量 

ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自

己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得さ

せ、又は組織再編成により交付した場合 次の（１）に掲げる額から次の（２）に掲げる額を

控除した額に次の（３）に掲げる数量を乗じて得た額（当該額が零を下回る場合には、零とす

る。） 

（１） 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当

該違反行為中の価格 

（２） 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当

該違反行為後の価格 

（３） 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数

量 

ニ 違反者（金融商品取引業者等に限る。）が、その行う金融商品取引業（登録金融機関業務を

含む。）の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者（特定関係者を除く。）の計算におい

て、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は

有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売
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付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定

める額 

２ この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

３ この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲

げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）、

同項第三号に掲げる取引（オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令

で定める取引をいう。 

４ 第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれそ

の数量を乗じて得た額をいう。 

５ この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券

を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合にお

ける当該取引に係る有価証券の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定して

いる第二条第二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立

場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところによ

り算定する数量をいう。 

６ この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券その他

これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算

において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合

に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引の数量として政令

で定めるところにより算定する数量をいう。 

７ この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。 

一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有

する者として内閣府令で定める者 

二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者  

８ 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反

行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価

証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合

における当該取引に係る有価証券の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条

第二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者

となるものに限る。）その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する

数量については、売付等数量から除くものとする。 

９ 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反

行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券そ

の他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約

定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受

領する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引の数量として政令で定めると

ころにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。 

１０ 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。  
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１１ 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象

額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。 

１２ 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定によ

り控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算

対象額から控除する。 

１３ 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、

同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するもの

として政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 

１４ 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価

額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

（会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令） 

第百七十五条 第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をし

た者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める額（次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するとき

は、当該二以上の号に定める額の合計額）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなけ

ればならない。 

一 第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等（同

条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの（当

該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。）に限る。以下この

号において同じ。）をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得

た額 

ロ 当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における 

最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額 

二 第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等（同

条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの（当

該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。）に限る。以下この

号において同じ。）をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における

最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得

た額 

三 第百六十六条第一項に規定する売買等をした者（金融商品取引業者等に限る。）が、その行う

金融商品取引業（登録金融機関業務を含む。）の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者（第

十項各号に掲げる者を除く。）の計算において、当該売買等をした場合 当該売買等に係る手数

料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額 

２ 第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する特定株券等若しくは関

連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総

理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
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号に定める額（次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定め

る額の合計額）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等（同

条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公

表がされた日以前六月以内に行われたもの（当該公表がされた日については、当該公表がされた

後に行われたものを除く。）に限る。以下この号において同じ。）をした場合 次のイに掲げる

額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得

た額 

ロ 当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止

に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量

を乗じて得た額 

二 第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等（同

条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公

表がされた日以前六月以内に行われたもの（当該公表がされた日については、当該公表がされた

後に行われたものを除く。）に限る。以下この号において同じ。）をした場合 次のイに掲げる

額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止

に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量

を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得

た額 

三 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定

する株券等に係る売付け等をした者（金融商品取引業者等に限る。）が、その行う金融商品取引

業（登録金融機関業務を含む。）の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者（第十一項各号

に掲げる者を除く。）の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 当該買付け等又

は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額 

３ 前二項の「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取

引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）、同項

第三号に掲げる取引（オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定

める取引をいう。 

４ 第一項及び第二項の「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号

に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限

る。）、同項第三号に掲げる取引（オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。）その

他の政令で定める取引をいう。 

５ 第一項第一号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」と

は、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過す

るまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格（当該価格がな

い場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた

日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も低い価格をいう。 

６ 第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」と

は、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過す
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るまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格（当該価格がな

い場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた

日にあつては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も高い価格をいう。 

７ 第二項第一号ロの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公

表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の

実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するま

での間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格（当該価格がない場

合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつ

ては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も低い価格をいう。 

８ 第二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公

表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の

実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するま

での間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格（当該価格がない場

合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつ

ては、内閣府令で定める額とする。）のうち最も高い価格をいう。 

９ 第一項（第三号を除く。）の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会

社等（第百六十三条第一項に規定する上場会社等又は第百六十六条第一項第一号に規定する親会社

若しくは子会社をいう。）の計算において同条第一項に規定する売買等をした当該上場会社等の同

号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とある

のは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会

社等の計算において」と読み替えるものとする。 

１０ 第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十六条第一項に規定する売

買等をした者は、自己の計算において当該売買等（当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の

規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売

買等と同一のものを除く。）をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。 

一 当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密

接な関係を有する者として内閣府令で定める者 

二 当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者と

して内閣府令で定める者 

１１ 第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特

定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、

自己の計算において当該買付け等又は売付け等（当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規

定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買

付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け

等と同一のものを除く。）をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。 

一 当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その

他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者  

二 当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等を

した者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者 

１２ 第三項から第八項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項（第九項において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）及び第二項に規定する有価証券の売付け等又は有価証券の



 27

買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項及び第二

項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（課徴金の額の端数計算等） 

第百七十六条 第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるとき

は、課徴金の納付を命ずることができない。 

２ 第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、

その端数は、切り捨てる。 

３ 第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付し

なければならない。 

４ 第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発

行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定す

る発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の

七に規定する者、百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の

十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十三条第一項に

規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反

者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、前条第一項に規定する者、同条第二項に規定する

者又は同条第九項に規定する上場会社等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅し

たときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為と

みなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。 

 

（報告の徴取及び立入検査） 

第百七十七条 内閣総理大臣は、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一

項、第百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項（同条第九項において準用する場合を含む。）

若しくは第二項の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に

掲げる処分をさせることができる。 

一 事件関係人若しくは参考人に質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 

二 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。 

 

○公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）抄 

（公認会計士の業務） 

第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とす

る。 

２・３ （略） 

 

（懲戒の種類） 

第二十九条 公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。 

一 戒告 

二 二年以内の業務の停止 

三 登録の抹消 

 

（虚偽又は不当の証明についての懲戒） 
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第三十条 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のない

ものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第二号又は第三号に掲げる懲戒の処分をする

ことができる。 

２ 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯

誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第一号又は第二号に掲げる

懲戒の処分をすることができる。 

３ 監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した

場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠つ

た事実があるときは、当該公認会計士について前二項の規定を準用する。 

 

（一般の懲戒） 

第三十一条 公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の

二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分を

することができる。 

２ 公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第二十

九条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 

 

（課徴金納付命令） 

第三十一条の二 公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十

条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の

四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 

一 当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合当該証明を受けた

当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額

（次号において「監査報酬相当額」という。）の一・五倍に相当する額 

二 当該証明について第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合監査報酬相当額 

２ 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、

同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。 

一 第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して

同項の処分をする場合（同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性

に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。） 

二 第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して

同項の処分をする場合（同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除

く。） 

三 当該公認会計士に対して第二十九条第二号に掲げる処分をする場合（第三十四条の十の四第四

項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として

内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。） 

四 当該公認会計士に対して第二十九条第三号に掲げる処分をする場合 

３ 第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずること

ができない。 

４ 第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨

てる。 
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５ 第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。 

 

（指定社員） 

第三十四条の十の四 （略） 

２・３ （略） 

４ 無限責任監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者（以下こ

の条及び第三十四条の十の六において「被監査会社等」という。）に対し、その旨を書面により通知

しなければならない。 

５・６ （略） 

 

（虚偽又は不当の証明等についての処分等） 

第三十四条の二十一 （略） 

２ 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告

し、第三十四条の十三第一項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務

の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 

一 社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとし

て証明したとき。 

二 社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚

偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。 

三・四 （略） 

３～７ （略） 

 

（課徴金納付命令） 

第三十四条の二十一の二 監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、

当該監査法人が前条第二項第一号又は第二号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三

十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければなら

ない。 

一 当該証明について監査法人が前条第二項第一号に該当する事実がある場合当該証明を受けた当

該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額

（次号において「監査報酬相当額」という。）の一・五倍に相当する額 

二 当該証明について監査法人が前条第二項第二号に該当する事実がある場合監査報酬相当額 

２ 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の監査法人に対して、同

項の課徴金を納付させることを命じないことができる。 

一 前条第二項第一号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をす

る場合（同号の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が

比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。） 

二 前条第二項第二号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をす

る場合（同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。） 

三 第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく

第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合 

四 解散を命ずる場合 
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３ 第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずること

ができない。 

４ 第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨

てる。 

５ 第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。 

６ 監査法人が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続し、又は合併に

より設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用する。 

７ 第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条、第三十四条及び前条第五項から第七項までの規

定は、第一項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第五項から第七項まで

の規定中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。 
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◆ 緊急停止命令について 

 

○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）抄 

（私的独占・不当な取引制限の禁止） 

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

 

（国際的協定等の規制） 

第六条 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又

は国際的契約をしてはならない。 

 

（事業者団体に対する規制） 

第八条 事業者団体は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 

三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動を不当に制

限すること。 

五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 

２～４ （略） 

 

（事業支配力過度集中の規制） 

第九条 他の国内の会社の株式（社員の持分を含む。以下同じ。）を所有することにより事業支配力が

過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。 

２ 会社（外国会社を含む。以下同じ。）は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することによ

り国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。 

３～６ （略） 

 

（会社による株式保有の規制） 

第十条 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争

を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正

な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 

２～４ （略） 

 

（銀行・保険会社による議決権の保有） 

第十一条 銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の

五（保険業を営む会社にあつては、百分の十。次項において同じ。）を超えて有することとなる場合

には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるとこ

ろによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

一 担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得

し、又は保有する場合 

二 他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有す
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る株式に係る議決権の割合が増加した場合 

三 金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権

を取得し、又は保有する場合 

四 投資事業有限責任組合の有限責任組合員（以下この号において「有限責任組合員」という。）と

なり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場

合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限

責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議

決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。 

五 民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対す

る投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合（一人又は数人の組合員にその業務の

執行を委任しているものに限る。）の組合員（業務の執行を委任された者を除く。以下この号にお

いて「非業務執行組合員」という。）となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することに

より議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することが

できる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行う

ことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて

当該議決権を保有する場合を除く。 

六 前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公

正取引委員会規則で定める場合 

２～４ （略） 

 

（役員兼任の規制） 

第十三条 会社の役員又は従業員（継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。

以下この条において同じ。）は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における

競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。 

２ 会社は、不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある他の会社に対し、自己の

役員がその会社の役員若しくは従業員の地位を兼ね、又は自己の従業員がその会社の役員の地位を

兼ねることを認めるべきことを強制してはならない。 

 

（会社以外の者による株式保有の規制） 

第十四条 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における

競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不

公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。 

 

（合併の規制） 

第十五条 会社は、次の各号の一に該当する場合には、合併をしてはならない。 

一 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合 

二 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合 

２～７ （略） 

 

（共同新設分割・吸収分割の規制） 

第十五条の二 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割（会社が他の会社と

共同してする新設分割をいう。以下同じ。）をし、又は吸収分割をしてはならない。 
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一 当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととなる場合 

二 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合 

２～７ （略） 

 

（事業等の譲受けの規制） 

第十六条 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為

をしてはならない。 

一 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け 

二 他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け 

三 他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借 

四 他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任 

五 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結 

２～６ （略） 

 

（脱法行為の禁止） 

第十七条 何らの名義を以てするかを問わず、第九条から前条までの規定による禁止又は制限を免れ

る行為をしてはならない。 

 

（不公正な取引方法の禁止） 

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

 

（緊急停止命令） 

第七十条の十三 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第

三条、第六条、第八条第一項、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第

十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九

条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の

役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更すること

ができる。 

２ 第七十条の六第二項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。 

 

○金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）抄 

（裁判所の禁止又は停止命令） 

第百九十二条 裁判所は、緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当である

と認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、この法律又はこの

法律に基づく命令に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を

命ずることができる。 

２ 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。 

３ 前二項の事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。 

４ 第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法（明治三十一年法律第十四号）の定めると

ころによる。 


